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第6次鶴ヶ島市総合計画後期基本計画を策定します
～皆さんの意見をお聞かせください～

問合先　政策推進課政策担当

　今後、様々な機会を設けて、身近な生活に関する課題
などについて皆さんの意見を伺います。
　また、後期基本計画の策定過程を随時ホームページや
広報紙などでお伝えしていきます。

皆さんの意見・提案をお聞かせください

提出期間　計画策定まで
提出方法　専用フォーム、 5271・1190 

10200010＠city.tsurugashima.lg.jp
または郵送〒350-2292(住所不要)政策
推進課宛
そ の 他　様式は自由。
件名に「総合計画について」と
記載してください。

詳細はこちら

　この調査は無記名で回答していただくものであり、そ

の結果は統計的(グラフなどの数値)に処理し、計画策定

の基礎資料として活用します。

　個人が特定されることや他の用途に使用するなどのご

迷惑をお掛けすることはありませんので、ご協力をお願

いします。

転出入者向けアンケート調査に
ご協力ください

対　　象　令和4年4月1日～令和5年3月31日までに市

内から転出および市内へ転入された18歳以

上の方から2300人を無作為に抽出

調査期間　８月中
調査方法　郵送またはインターネットによる回答

※　該当者には8月中に調査票を郵送します

　皆さんの意見を聞かせていただくため、市民意識調査を行います。

この調査は無記名で回答していただくものであり、その結果は統計

的(グラフなどの数値)に処理し、計画策定の基礎資料として活用し

ます。個人が特定されることや他の用途に使用するなどのご迷惑を

お掛けすることはありませんので、ご協力をお願いします。

市民意識調査にご協力ください

対　　象　市内在住の18歳以上の方から2000人を無作為に抽出

調査期間　8月中
調査方法　郵送またはインターネットによる回答

※　該当者には8月中に調査票を郵送します

　総合計画は、10年先
を見据えて、これからの
鶴ヶ島市をどのようなま
ちにしていくのかを描い
た「まちづくりの指針」
となるものです。
　市では、昭和47年に
初めて総合計画を策定し
て以来、約10年ごとに新

しい計画を策定し、計画的にまちづくりを進めてきまし
た。令和元年度に第6次総合計画を策定し、前半の5年
間を前期基本計画の計画期間と位置づけ、市の将来像実
現に向けて各取り組みを実施しています。引き続き市政
運営を計画的に進めていくため、令和7年度からの5年
間を計画期間とする後期基本計画を策定します。

　後期基本計画策定においては、今後の展望を見据えながら、
デジタル技術の進展、ゼロカーボンに向けた取り組みの広が
りなど、新たなニーズを捉えつつ、市の将来像「しあわせ共
感　安心のまち　つるがしま」の実現を目指します。

将来像の実現に向けた計画の推進

将来像の実現に向けた市
政運営の長期的な指針
(10年)

将来像を実現するために
必要な施策や取組を体系
的に整理したもの(5年)

基本計画に基づき、市が
実施する具体的な事業を
まとめた計画（3年）

基本構想
令和２年度～令和11年度

実施計画
３か年計画（毎年度見直し）

基本計画
前期 令和２年度～令和６年度
後期 令和７年度～令和11年度

総合計画ってなんだろう

将来像将来像

「しあわせ共感
「しあわせ共感

安心のまち安心のまち
つるがしま」つるがしま」
の実現に向けて
の実現に向けて

11	 Tsurugashima　2023.8

採
用
職
種
・
人
数

消
防
職
員
　
３
人
程
度(

消
防
２

人
・
救
急
救
命
士
１
人)

受
付
期
間
　
８
月
１
日
㈫
～
18
日

㈮
８
時
30
分
～
17
時
15
分

郵
送
　
８
月
15
日
㈫
消
印
有
効

受
付
場
所
　
坂
戸
・
鶴
ヶ
島
消
防

組
合
消
防
本
部
総
務
課

１
次
試
験
　
９
月
17
日
㈰

試
験
方
法
　
Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
・
面
接

※
　
駐
車
場
な
し

※
　
申
込
方
法
な
ど
詳
し
く
は
組

合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
消
防
本

部
総
務
課
で
配

布
し
て
い
る
募

集
案
内
を
ご
覧

く
だ
さ
い

市政情報

埼玉県知事選挙のお知らせ

問合先　選挙管理委員会

鶴ヶ島市職員募集

問合先　人事課人事担当

　
選
挙
の
お
知
ら
せ
を
広
報
７
月

号
お
よ
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
詳

し
く
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　
選
挙
公
報
は
８
月
４
日
㈮
ま
で

に
新
聞
折
込
み
で
お
届
け
し
ま

す
。
ま
た
、
市
役
所
、
若
葉
駅
前

出
張
所
や
市
民
セ
ン
タ
ー
な
ど
で

も
配
布
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
も
公
開
し
ま
す
。

投
票

日
時
　
８
月
６
日
㈰
７
時
～
20
時

開
票

日
時
　
同
日
20
時
45
分
～

場
所
　
鶴
ヶ
島
中
学
校
体
育
館

　
市
で
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日

付
け
で
採
用
予
定
の
市
職
員
の
採

用
試
験
を
行
い
ま
す
。

採
用
職
種

【
一
般
行
政
職
】
事
務
・
都
市
環

境
デ
ザ
イ
ン（
土
木
）・
建
築
・
福

祉
・
学
芸
員
・
障
害
者
対
象

採
用
人
数

全
職
種
合
計
15
人
程
度

受
験
資
格
　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

第
１
次
試
験
日
　
９
月
17
日
㈰

※
　
採
用
試
験
案
内
は
市
役
所
で

配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す

申
込
期
限
　
８
月
10
日
㈭
ま
で

申
込
方
法
　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
電
子
申
請（
24
時
間
受
付
）

※
　
参
観
人
は
人
数
制
限
が
あ
り

ま
す

投
・
開
票
速
報
サ
ー
ビ
ス

投
票
速
報
　
当
日
９
時
頃
～

開
票
速
報
　
当
日
22
時
頃
～

市HPはこちら

投・開票の速報は
こちら

申込はこちら

詳細はこちら

投票は私たちの
大切な権利です。
必ず投票しましょう。

受
験
資
格

①
大
学
を
卒
業
ま
た
は
令
和
６
年

３
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
で
、
平

成
10
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
方

②
短
期
大
学(
専
修
学
校
を
含
む)

を
卒
業
ま
た
は
令
和
６
年
３
月
ま

で
に
卒
業
見
込
み
で
、
平
成
12
年

４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

③
高
校
を
卒
業
ま
た
は
令
和
６
年

３
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
で
、
平

成
14
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
方

④
右
記
①
ま
た
は
②
の
条
件
を
満

た
し
、
救
急
救
命
士
免
許
取
得
者

ま
た
は
令
和
６
年
春
ま
で
に
取
得

見
込
み
の
方

新採用職員活躍中！
坂戸・鶴ヶ島消防組合では、4月1日に
新採用職員8人を迎えました。消防活動
の基礎を学ぶ訓練を終え、現在はそれぞ
れ配属された消防署に勤務し火災出場な
ど第一線で活躍しています。

坂戸・鶴ヶ島消防組合職員を募集します

問合先　坂戸・鶴ヶ島消防本部☎281・3119

申込はこちら
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肥
料
・
飼
料
・
燃
油
費
な
ど
の

軽
減
を
図
り
農
業
生
産
を
支
援
す

る
た
め
、
市
内
の
販
売
農
家
に
５

～
50
万
円
の
支
援
金
を
交
付
し
ま

す
。

対
象
　
市
内
に
住
所
ま
た
は
主
た

る
事
業
所
を
有
す
る
個
人
営
農
者

お
よ
び
農
業
法
人

申
請
期
間
　
８
月
１
日
㈫
～
10
月

31
日
㈫

申
請
方
法
　
産
業
振
興
課
農
政
担

当
へ
申
請
書
を
提
出

※
　
支
援
金
に
は
交
付
要
件
が
あ

り
ま
す

※
　
交
付
要
件
や
提
出
書
類
な
ど

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
産
業
振
興
課
農

政
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い

肥料価格高騰などに対する 
支援を実施します

問合先　産業振興課農政担当

詳細はこちら

　
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し

て
い
る
方
は
、
８
月
中
に
所
得
状

況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
こ
の
届
は
、
引
き
続
き
手
当
の

支
給
要
件
に
該
当
し
て
い
る
か
を

確
認
す
る
も
の
で
す
。
提
出
が
な

い
場
合
は
、
８
月
分
以
降
の
手
当

を
受
給
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
支

給
停
止
中
の
方
も
必
ず
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
手
続
き
が
必
要
な
方
に
は
案
内

を
送
付
し
ま
す
。
記
載
さ
れ
て
い

る
必
要
書
類
を
持
参
の
上
、
障
害

者
福
祉
課
の
窓
口
に
お
越
し
い
た

だ
く
か
、
郵
送
で
の
提
出
を
お
願

い
し
ま
す
。

提
出
期
限
　
８
月
31
日
㈭
必
着

特別児童扶養手当の所得状況
届を提出してください
問合先　障害者福祉課障害者福祉担当

　
対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯
に
、「
給

付
金
支
給
要
件
確
認
書
」
を
８
月

１
日
㈫
か
ら
順
次
送
付
し
ま
す
。

同
封
の
記
入
例
を
参
考
に
、
対
象

要
件
に
合
致
す
る
こ
と
を
確
認
の

上
、
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
世
帯
　
基
準
日(

令
和
５
年

６
月
１
日)

に
お
い
て
、
世
帯
全

員
の
令
和
５
年
度
分
の
住
民
税
均

等
割
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯

　
次
の
方
は
、
市
で
非
課
税
世
帯

で
あ
る
か
確
認
で
き
な
い
た
め
、

確
認
書
は
届
き
ま
せ
ん
。
支
給
を

希
望
す
る
方
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ま
た
は
、
3
万
円
給
付
金
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
の
窓
口
で
必
要
書
類
を

確
認
の
上
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

①
令
和
５
年
１
月
２
日
以
降
に
複

数
回
転
入
・
転
出
し
、
右
記
の
対

象
世
帯
に
該
当
す
る
世
帯

②
未
申
告
の
世
帯(

世
帯
の
全
員

ま
た
は
一
部
の
方)

支
給
額
　
１
世
帯
当
た
り
３
万
円

（
１
世
帯
１
回
限
り
）

※
　
こ
の
給
付
金
は
差
押
禁
止
等

お
よ
び
非
課
税
で
す

申
請
期
限
　
11
月
10
日
㈮（
必
着
）

提
出
先
　
市
役
所
２
階
3
万
円
給

付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」を
支給します

問合先　３万円給付金コールセンター☎298・5277

詳細はこちら

　
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
を
対
象

に
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助

成
制
度
や
、
児
童
扶
養
手
当
の
制

度
が
あ
り
ま
す
。

対
象
　
対
象
児
童
の
属
す
る
、
ひ

と
り
親
家
庭
ま
た
は
準
ず
る
家
族

（
所
得
制
限
あ
り
）

期
間
　
対
象
児
童
が
18
歳（
一
定

の
障
害
が
あ
る
場
合
は
20
歳
）に

達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
３
月

31
日
ま
で

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

　
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
保
険
診

療
の
一
部
負
担
金
を
助
成
し
ま
す

（
医
療
保
険
加
入
者
が
対
象
）。

児
童
扶
養
手
当

　
子
ど
も
の
人
数
や
所
得
な
ど
に

応
じ
た
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い

　
児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受
け

て
い
る
方(

手
当
支
給
停
止
中
の

方
を
含
む)

は
、
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
す
。

　
現
況
届
は
、
年
１
回
、
手
当
の

支
給
要
件
に
該
当
し
て
い
る
か
を

確
認
す
る
も
の
で
す
。
提
出
が
な

い
場
合
は
、
11
月
分
以
降
の
手
当

が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　
手
続
き
が
必
要
な
方
に
は
案
内

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
記
載
さ
れ

て
い
る
必
要
書
類
を
持
参
の
上
、

８
月
中
に
こ
ど
も
支
援
課
窓
口
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

ひとり親家庭への医療費助成・手当があります

問合先　こども支援課子育て支援担当
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ひとり親の方へのさまざまな支援制度があります

問合先　こども支援課子育て支援担当

お困りごとに合わせて、各制度をご利用ください。それぞれ支給要件などがあります
ので、市ホームページをご確認の上、こども支援課子育て支援担当にご相談ください。

対象者 　市内在住で次の①から④までの条件をす
べて満たしているひとり親家庭の方
①児童扶養手当受給者、または同等の所得水準の方
②20歳未満の児童を扶養している方
③過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
④受講される講座が仕事に必要な方

対象講座 　雇用保険制度の教育訓練給付の指定教
育訓練講座
支給金額 　経費の60％相当額(支給上限20万円)

●支給額が1万2000円を超える講座が対象
●専門実践教育訓練給付金の指定教育講座を受講す
る方は[20万円×修業年数]が上限

対象者 　市内在住で次の①から④までの条件をすべて満
たしているひとり親家庭の方
①児童扶養手当受給者、または同等の所得水準の方
②20歳未満の児童を扶養している方
③就業または育児と、修業との両立が困難と認められる方
④過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない方
対象資格 　看護師(准看護師)・介護福祉士・保育士・ 理

学療法士・作業療法士などの国家資格、シスコシステムズ
認定資格 ・LPI認定資格などのデジタル分野などの民間資格

支給金額
①訓練促進給付金（修業期間中(上限48か月)に給付)
●毎月7万500円(市民税非課税世帯の場合は毎月10万円)
●最終学年在籍時は、毎月11万500円(市民税非課税世帯の
場合は毎月14万円)
②修了支援金(養成機関を修了した際に給付)
●2万5000円(市民税非課税世帯の場合は5万円)

たとえばこんな困りごと こんな支援制度があります

子どもの養育費を補助してほしい  児童扶養手当 ⇒ p12

子どもの医療費を補助してほしい  ひとり親家庭等医療費助成 ⇒ p12

子どもの就学・就職・結婚などで、一時的に資金が足りない  母子および父子並びに寡婦福祉資金

就職のために教育訓練を受けたい  自立支援教育訓練給付金⇒下記①

看護師や介護福祉士などの資格を取得したい  高等職業訓練促進給付金⇒下記②

ひとり親の悩みや困りごとを気軽に話せる場が欲しい  鶴ヶ島市ひとり親福祉会、ひとり親家庭相談会⇒ p21

自立支援教育訓練給付金
※　必ず事前に相談が必要です

ひとり親家庭の親が、指定教育訓練講座を受講した場合、
受講料の60％相当額(上限20万円)を受講修了後に支給します。

1

高等職業訓練促進給付金
※　必ず事前に相談が必要です

ひとり親家庭の親が、資格取得のため1年以上(一部の場合6か
月以上）養成機関で修業する場合に支給します。

２

市HPはこちら

指定講座
厚生労働省HP

申請までの流れ 給付金支給までの流れ

事
前
相
談

支
給
要
件
照
会

（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）

講
座
の
申
込

審
査

講
座
受
講

開
始

支
給
申
請

（
修
了
後
30
日
以
内
）

講
座
指
定
の

申
請

講
座
指
定
の

決
定

講
座
受
講

修
了

審
査

給
付
金
支
給

申請までの流れ 給付金支給までの流れ

事
前
相
談

講
座
の
申
込

訓
練
促
進

給
付
金
申
請

支
給
決
定

訓
練
促
進

給
付
金
支
給

（
月
末
）

養
成
機
関
修
了

審
査

訓
練
促
進

給
付
金
請
求
書

（
毎
月
10
日
ま
で
）

修
了
支
援
金
申
請

（
修
了
後
30
日
以
内
）

修
了
支
援
金

支
給 
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②修了支援金(養成機関を修了した際に給付)
●2万5000円(市民税非課税世帯の場合は5万円)

たとえばこんな困りごと こんな支援制度があります

子どもの養育費を補助してほしい  児童扶養手当 ⇒ p12

子どもの医療費を補助してほしい  ひとり親家庭等医療費助成 ⇒ p12
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看護師や介護福祉士などの資格を取得したい  高等職業訓練促進給付金⇒下記②
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※　必ず事前に相談が必要です

ひとり親家庭の親が、指定教育訓練講座を受講した場合、
受講料の60％相当額(上限20万円)を受講修了後に支給します。
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高等職業訓練促進給付金
※　必ず事前に相談が必要です

ひとり親家庭の親が、資格取得のため1年以上(一部の場合6か
月以上）養成機関で修業する場合に支給します。
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市HPはこちら
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厚生労働省HP
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ー
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査

講
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開
始
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指
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指
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進
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付
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末
）

養
成
機
関
修
了

審
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進
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付
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請
求
書

（
毎
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10
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で
）
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了
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了
後
30
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）
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了
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市
に
は
、
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱

さ
れ
た
人
権
擁
護
委
員
が
５
人
い

ま
す
。

　  

宇う

津つ

木ぎ

和か
ず

美み

さ
ん

 

　 

新あ
ら
井い

義よ
し
忠た
だ
さ
ん

　  

根ね

岸ぎ
し
芳よ
し
子こ

さ
ん

　  

岸き
し
田だ

栄さ
か
えさ
ん

　  

伊い

藤と
う
眞し
ん
二じ

さ
ん

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
の
皆

さ
ん
が
人
権
に
つ
い
て
関
心
を
持

ち
、
そ
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う

た
め
に
様
々
な
啓
発
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
の
人

権
を
守
る
た
め
、
毎
日
の
暮
ら
し

の
中
で
起
こ
る
人
権
に
関
す
る
問

題(

い
じ
め
、
虐
待
、
差
別
問
題

な
ど)

に
対
し
、
法
務
局
や
市
役

所
な
ど
で
人
権
相
談
を
行
っ
て
い

ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は

厳
守
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　
人
権
相
談
の
日
程
は
、
広
報
の

8
月
の
相
談（
25
ペ
ー
ジ
）お
よ
び

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い

ま
す
。

　
一
定
の
要
件
を
満
た
す
マ
ン
シ

ョ
ン
に
つ
い
て
、
長
寿
命
化
に
つ

な
が
る
大
規
模
修
繕
工
事
が
完
了

し
た
翌
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額

を
減
額
し
ま
す
。

対
象
　
築
20
年
以
上
で
10
戸
以
上

の
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど

工
事
期
間
　
令
和
５
年
４
月
１
日

～
令
和
７
年
３
月
31
日

減
額
内
容
　
工
事
を
完
了
し
た
翌

年
度
分
の
家
屋
の
固
定
資
産
税
額

（
１
戸
当
た
り
１
０
０
㎡
相
当
分

を
上
限
）の
３
分
の
１
を
減
額

申
請
方
法
　
工
事
が
完
了
し
た
日

か
ら
３
か
月
以
内
に
、
必
要
書
類

を
添
付
の
う
え
、
申
告
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
　
対
象
と
な
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の

要
件
や
提
出
書
類
に
つ
い
て
詳
し

く
は
、
国
土
交
通
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
税
務
課

資
産
税
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い

大規模修繕工事を行ったマンションに 
対する固定資産税の減額措置

問合先　税務課資産税担当

人権擁護委員を紹介します

問合先　総務人権推進課庶務人権担当

　
市
で
は
、ご
み
の
減
量
と
資
源
の

再
利
用
に
向
け
た
５
Ｒ
の
普
及
啓

発
活
動
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、ゼ

ロ
カ
ー
ボ
ン
を
推
進
す
る
た
め
、使

用
済
の
イ
ン
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
を

回
収
し
て
い
ま
す
。

　
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー
に
イ
ン
ク

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
回
収
箱
を
設
置
し

て
い
ま
す
。
ご
家
庭
に
使
用
済
の

イ
ン
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
が
あ
り
ま

し
た
ら
、来
庁
の
際
に
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

　
身
近
な
リ
サ
イ
ク
ル
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

注
意
事
項

・
未
使
用
の
イ
ン
ク
カ
ー
ト
リ
ッ

ジ
を
回
収
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん

・
ト
ナ
ー
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
は
回
収

対
象
外
で
す

・
ご
み
を
入
れ
な
い
で
く
だ
さ
い

　
パ
ソ
コ
ン
は
、ご
み
集
積
所
に
出

す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、分

解
し
て
川
角
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

に
持
ち
込
ん
で
も
、受
け
入
れ
は
で

き
ま
せ
ん
。
パ
ソ
コ
ン
の
処
分
に

つ
い
て
は
、各
メ
ー
カ
ー
の
窓
口
に

依
頼
す
る
か
、メ
ー
カ
ー
が
不
明
の

場
合
は「
パ
ソ
コ
ン
３
Ｒ
推
進
協
会

（
☎
０
３・５
２
８
２・７
６
８
５
）」

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、市
で
は
１
月
頃
に「
処
理

困
難
物
一
斉
有
料
回
収
」を
実
施
す

る
予
定
で
す
。
パ
ソ
コ
ン
は
無
料

で
回
収
を
行
い
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

パソコンはごみに出せません

問合先　生活環境課環境推進担当

インクカートリッジを回収しています

問合先　生活環境課環境推進担当

～パソコン処分の流れ～
①二次元コードからメーカーの処分申込み窓口を確認

②メーカーに回収を申し込む

③メーカー所定の方法で料金を支払う

④メーカーから輸送伝票が送付される

⑤データを消し、パソコンを梱包する

⑥郵便局持込みまたは戸別集荷で発送する
パソコン3R推進協会

HPはこちら

市HPはこちら

国土交通省HPは
こちら

申込はこちら
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Information　鶴ヶ島市役所　☎ 049・271・1111

人口と世帯数
7月1日現在

人　口　7万		110人　(前月比18)
世帯数　3万3351世帯(50)
　男　　3万4688人　(0)
　女　　3万5422人　(18)

※　大字別男女別人口・世帯数は市ホー
ムページでご覧いただけます

詳細はこちら

お知らせ
今月の納期

◆市・県民税第2期
◆国民健康保険税第2期
◆介護保険料第2期
◆後期高齢者医療保険料第2期

Infor-
mation

市民アンケート調査に 
ご協力ください

市では、「鶴ヶ島市国民健康保険保
健事業実施計画(データヘルス計
画)及び第3期鶴ヶ島市特定健康診
査等実施計画」に基づき、医療保
険者として効果的かつ効率的な保
健事業の実施に努めています。
このたび、令和5年度末で計画期間
が終了することに伴い、次期計画
の策定を進めています。健康情報
や健康課題、特定健康診査に対す
る意識や意見をお伺いし、次期計
画策定のための基礎資料とさせて
いただくため、アンケート調査を
実施しますので、ご協力をお願い
します。　
実施期間　8月1日(火)～31日(木)
実施方法　①市ホームページ②保
険年金課窓口、保健センター検診
時(職員が直接お声がけします)
問　保険年金課保健事業担当

つるバス・つるワゴン 
円滑な乗降車にご協力ください

◆つるワゴンに乗車したら、先に
運賃をお支払いいただき、運転手
に降車場所を伝えてください（つる
バスは降車時に支払い）。
◆なるべくおつりのないよう、事
前にご準備ください。
◆特別乗車証で乗車する方は、必
ず運転手にご提示ください。
◆つるワゴンには、停留所到着の
アナウンスがありません。降車場
所が近づいたら、できる範囲で、
再度、運転手にお声がけください。
◆降車場所に到着したら、車両が
完全に止まったことを確認し、席
をお立ちください。
車内の安全確保や通過防止につな
がりますので、ご理解、ご協力を
お願いします。
問　都市計画課交通政策担当

広告

広告

市民センター臨時休館のお知らせ

各市民センターは施設の設備点検のため、下記の日程で臨時休館となります。
市民センター名 日にち 時間 問合先

東市民センター

8月3日(木)
9時～18時

☎286・3357 
8月8日(火) 

8月10日(木) 9時～13時
10月10日(火) 15時～19時

南市民センター
8月3日(木) 9時～18時

☎287・0235 
10月26日(木) 14時～19時

北市民センター
8月31日(木) 9時～13時

☎287・0251 
10月6日(金) 14時～19時 

富士見
市民センター

9月20日(水) 9時～22時
☎287・166110月19日(木) 13時～22時

令和6年1月12日(金) 9時～22時

大橋市民センター
9月8日(金)  9時～12時

☎286・0005 9月9日(土) 13時～16時 
10月5日(木)  14時～19時 

西市民センター
9月13日(水) 9時～18時

☎286・7899 
10月12日(木) 14時～19時




